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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
有価証券報告書を提出しましたので、平成24年6月28日付をもって提出しました有価証券届出書（平
成24年11月16日付で有価証券届出書の訂正届出書を提出済み。以下「原届出書」といいます。）の関
係情報を新たな情報に訂正するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正す
るため、本訂正届出書を提出します。
　

２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部　　　は訂正部分を示し、＜更新・追加＞に記載し
ている内容は原届出書が更新・追加されます。

 
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１　ファンドの性格
（１）ファンドの目的及び基本的性格

②　ファンドの基本的性格
２）属性区分

＜訂正前＞
（略）
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区
分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券（株式、債券）））と収益の源泉となる
資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。

＜訂正後＞
（略）
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記
載しております。

 
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区
分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券（株式、債券）））と収益の源泉となる
資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
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（３）ファンドの仕組み
＜訂正前＞

②　委託会社の概況（平成24年4月末現在）
１）～２）（略）
３）大株主の状況

名　　称 住　　所 所有株数 所有比率

日本アジアホールディングズ
株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目３番２号
郵船ビル５階

4,600株 100％

＜訂正後＞
②　委託会社の概況（平成24年10月末現在）
１）～２）（略）
３）大株主の状況

名　　称 住　　所 所有株数 所有比率

日本アジアホールディングズ
株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目３番２号
郵船ビル７階

4,600株 100％

 
③　ファンドの特色

＜更新・追加＞
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２　投資方針
（３）運用体制

＜訂正前＞
（略）

 
運用を担当する運用部門（６名程度）、顧客とのリレーションを担当する投信営業部門および年
金営業部門（５名程度）、商品開発および有価証券届出書・目論見書等の作成を担当する企画部
門（４名程度）、ファンド計理を担当する業務部門（３名程度）、トレーディングを担当するト
レーディング室（２名程度）、運用実績の評価・分析・情報開示（レポーティング）を担当する
分析・レポーティング部門（４名程度）ならびにコンプライアンス・内部監査を担当する内部統
制部門（４名程度）は、当社規程に従って、業務を分担しかつ相互に牽制機能を果たすことによっ
て、全体として質の高い運用サービスを提供しております。
 
（略）

 
※上記の運用体制は、平成24年4月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

 
＜訂正後＞

（略）
 
運用を担当する運用部門（７名程度）、顧客とのリレーションを担当する投信営業部門および年
金営業部門（６名程度）、商品開発および有価証券届出書・目論見書等の作成を担当する企画部
門（４名程度）、ファンド計理を担当する業務部門（３名程度）、トレーディングを担当するト
レーディング室（２名程度）、運用実績の評価・分析・情報開示（レポーティング）を担当する
分析・レポーティング部門（３名程度）ならびにコンプライアンス・内部監査を担当する内部統
制部門（４名程度）は、当社規程に従って、業務を分担しかつ相互に牽制機能を果たすことによっ
て、全体として質の高い運用サービスを提供しております。
 
（略）

 
※上記の運用体制は、平成24年10月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

 
３　投資リスク
（２）リスク管理体制

＜訂正前＞
※上記体制は平成24年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

＜訂正後＞
※上記体制は平成24年10月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 
４　手数料等及び税金

　（５）課税上の取扱い
＜訂正前＞

※上記は本書提出日現在のものであり、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱
いが変更になる場合があります。

※（略）
＜訂正後＞

※上記は平成24年12月28日現在のものであり、税法が改正された場合などには、税率などの課税上
の取扱いが変更になる場合があります。

※（略）
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５【運用状況】
＜更新・追加＞
以下の運用状況は2012年9月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
（１）投資状況

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

投資信託受益証券 日本 635,256,813 54.28

 ルクセンブルグ 63,228,480 5.40

 ベトナム 448,068,759 38.29

 小計 1,146,554,05297.97

コール・ローン等、その他資産（負債控除後） － 23,775,264 2.03

合計（純資産総額） 1,170,329,316100.00

 

（２）投資資産
①　投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国・

地域
種類 銘柄名

数量又は

額面総額

簿価

単価

（円）

簿価

金額

（円）

評価

単価

（円）

評価

金額

(円)

投資

比率

(％)

日本
投資信託受

益証券

ユナイテッド・ベトナム上場株式ファン

ド（適格機関投資家向け）
1,155,582,3700.5296611,996,4230.4431512,038,54843.75

ベトナム
投資信託受

益証券
MB Capital Equity Fund 19,800,00044.1536432,705,34545.7213448,068,75938.29

日本
投資信託受

益証券

ユナイテッド・アジア債券ファンド（適

格機関投資家向け）
144,707,2990.9010130,381,2760.8515123,218,26510.53

ルクセン

ブルグ

投資信託受

益証券
db x-trackers FTSE Vietnam ETF40,0001,84373,720,0001,580.712063,228,4805.40

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類 投資比率(％)

投資信託受益証券 97.97

合　　計 97.97

 

②　投資不動産物件

該当事項はありません。

 

③　その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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（３）運用実績
①　純資産の推移

期別
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)

分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き

第1計算期間末 2010年 9月30日 4,085 4,085 0.8193 0.8193

第2計算期間末 2011年 3月31日 3,130 3,130 0.7306 0.7306

第3計算期間末 2011年 9月30日 1,908 1,908 0.6355 0.6355

第4計算期間末 2012年 4月 2日 1,559 1,559 0.6987 0.6987

2011年 9月末日 1,908 － 0.6355 －

10月末日 1,667 － 0.6097 －

11月末日 1,526 － 0.5933 －

12月末日 1,386 － 0.5812 －

2012年 1月末日 1,391 － 0.5878 －

2月末日 1,556 － 0.6715 －

3月末日 1,569 － 0.7023 －

4月末日 1,555 － 0.7063 －

5月末日 1,449 － 0.6777 －

6月末日 1,417 － 0.6713 －

7月末日 1,311 － 0.6545 －

8月末日 1,256 － 0.6422 －

9月末日 1,170 － 0.6161 －

 
②　分配の推移

期 期間 1口当たりの分配金（円）

第1期 2010年 4月 1日～2010年 9月30日 0

第2期 2010年10月 1日～2011年 3月31日 0

第3期 2011年 4月 1日～2011年 9月30日 0

第4期 2011年10月 1日～2012年 4月 2日 0

 
③　収益率の推移

期 期間 収益率（％）

第1期 2010年 4月 1日～2010年 9月30日 △18.07

第2期 2010年10月 1日～2011年 3月31日 △10.83

第3期 2011年 4月 1日～2011年 9月30日 △13.02

第4期 2011年10月 1日～2012年 4月 2日 9.94

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間

の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末

基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

 
（４）設定及び解約の実績

期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）

第1期 2010年 4月 1日～2010年 9月30日 6,648,308,067 1,661,053,328

第2期 2010年10月 1日～2011年 3月31日 690,554,213 1,393,641,925

第3期 2011年 4月 1日～2011年 9月30日 204,816,612 1,485,222,113

第4期 2011年10月 1日～2012年 4月 2日 98,580,649 869,985,810

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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（参考情報）
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第３【ファンドの経理状況】
＜更新・追加＞
(１)　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(２)　当ファンドの計算期間は、6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。

(３)　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間（平成24年4月3日
から平成24年10月1日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けており
ます。
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１　財務諸表

ベトナム株式プラス・オープン

 
（１）貸借対照表

 

区分

第4期

（平成24年 4月 2日現在）

第5期

（平成24年10月 1日現在）

金額（円） 金額（円）

資産の部   

流動資産   

コール・ローン 27,824,457 16,453,095

投資信託受益証券 1,527,563,350 1,148,280,989

未収入金 30,000,000 25,000,000

未収利息 68 45

流動資産合計 1,585,387,875 1,189,734,129

資産合計 1,585,387,875 1,189,734,129

負債の部   

流動負債   

未払解約金 12,668,184 12,154,088

未払受託者報酬 246,954 219,173

未払委託者報酬 9,878,197 8,766,912

その他未払費用 2,761,654 3,431,324

流動負債合計 25,554,989 24,571,497

負債合計 25,554,989 24,571,497

純資産の部   

元本等   

元本 2,232,356,365 1,888,493,261

剰余金   

期末剰余金又は期末欠損金（△） △672,523,479 △723,330,629

(分配準備積立金) 20,569 212,099

元本等合計 1,559,832,886 1,165,162,632

純資産合計 1,559,832,886 1,165,162,632

負債純資産合計 1,585,387,875 1,189,734,129

 

EDINET提出書類

ユナイテッド投信投資顧問株式会社(E11776)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

11/41



（２）損益及び剰余金計算書
 

区分

第4期

自 平成23年10月 1日

至 平成24年 4月 2日

第5期

自 平成24年 4月 3日

至 平成24年10月 1日

金額（円） 金額（円）

営業収益   

受取利息 23,647 14,396

有価証券売買等損益 95,247,664 △113,171,290

為替差損益 41,042,445 △41,769,957

営業収益合計 136,313,756 △154,926,851

営業費用   

受託者報酬 246,954 219,173

委託者報酬 9,878,197 8,766,912

その他費用 2,795,483 3,450,654

営業費用合計 12,920,634 12,436,739

営業利益又は営業損失（△） 123,393,122 △167,363,590

経常利益又は経常損失（△） 123,393,122 △167,363,590

当期純利益又は当期純損失（△） 123,393,122 △167,363,590

一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） △16,645,587 △13,845,195

期首剰余金又は期首欠損金（△） △1,094,947,280 △672,523,479

剰余金増加額又は欠損金減少額 317,222,593 118,431,752

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額
317,222,593 118,431,752

剰余金減少額又は欠損金増加額 34,837,501 15,720,507

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額
34,837,501 15,720,507

分配金 ― ―

期末剰余金又は期末欠損金（△） △672,523,479 △723,330,629
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（３）注記表
 
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目

第5期

自 平成24年 4月 3日

至 平成24年10月 1日

1.有価証券の評価基準および評価

方法

投資信託受益証券

　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受

益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.デリバティブの評価基準および

評価方法

為替予約取引

　計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

3.その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

(1)外貨建取引等の処理基準

　外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第

133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用して

おります。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加え

て、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対

する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円

換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資

産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする

計理処理を採用しております。

  (2)計算期間末日の取扱い

　平成24年３月31日及び翌日が休日のため、前計算期間末日を平成24年４月２日とし

ており、平成24年９月30日が休日のため、当計算期間末日を平成24年10月１日として

おります。このため、当計算期間は182日となっております。

 
（貸借対照表に関する注記）

 項目
第4期

（平成24年 4月 2日現在）

第5期

（平成24年10月 1日現在）

1.投資信託財産に係る期首元本額、

期中追加設定元本額および期中一

部解約元本額

  

 期首元本額 3,003,761,526円 2,232,356,365円

 期中追加設定元本額 98,580,649円 48,446,651円

 期中一部解約元本額 869,985,810円 392,309,755円

2. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を

下回っており、その差額は672,523,479

円であります。

貸借対照表上の純資産額が元本総額を

下回っており、その差額は723,330,629

円であります。

3. 計算期間末日における受益権の総

数
2,232,356,365口 1,888,493,261口
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目

第4期

自　平成23年10月１日

至　平成24年４月２日

第5期

自　平成24年４月３日

至　平成24年10月１日

分配金の計算過程   

費用控除後の配当等収益額 20,569円 0円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価

証券売買等損益額
0円 0円

収益調整金額 238円 2,760円

分配準備積立金額 0円 212,099円

当ファンドの分配対象収益額 20,807円 214,859円

当ファンドの期末残存口数 2,232,356,365口 1,888,493,261口

1万口当たり収益分配対象額 0.09円 1.13円

1万口当たり分配金額 0円 0円

収益分配金金額 0円 0円

 
（金融商品に関する注記）

項目

第4期

自 平成23年10月 1日

至 平成24年 4月 2日

第5期

自 平成24年 4月 3日

至 平成24年10月 1日

１金融商品の状況に関する事項 ・金融商品に対する取組方針

　当ファンドは、投資信託及び投資法人に

関する法律第２条第４項に定める証券投

資信託であり、信託約款に規定する運用

の基本方針に従い、有価証券等の金融商

品に対して投資として運用することを目

的としております。

・金融商品に対する取組方針

　同左

         ・金融商品の内容およびその金融商品に

係るリスク

　当ファンドが保有する金融商品の種類

は、有価証券、コール・ローン等の金銭債

権及び金銭債務であります。

　当ファンドが保有する有価証券の詳細

は「（有価証券関係に関する注記）」に

記載しております。これらは、価格変動リ

スク、為替変動リスク、金利変動リスクな

どの市場リスク、信用リスク、及び流動性

リスクに晒されております。

・金融商品の内容およびその金融商品に

係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類

は、有価証券、デリバティブ取引、コール

・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ

ります。

　当ファンドが保有する有価証券の詳細

は「（有価証券関係に関する注記）」に

記載しております。これらは、価格変動リ

スク、為替変動リスク、金利変動リスクな

どの市場リスク、信用リスク、及び流動性

リスクに晒されております。

また、当ファンドは、有価証券の為替変

動リスクの低減を目的として、為替予約

取引を行っております。

なお、当計算期間末日において、為替予

約取引の残高はありません。

 ・金融商品に係るリスク管理体制

　委託会社においてはリスク管理に関す

る委員会を設け、信託約款等の遵守状況

や、市場リスク、信用リスク及び流動性リ

スク等のモニタリングを行い、その結果

に基づき運用部門その他関連部署への管

理を行っております。

・金融商品に係るリスク管理体制

　同左

EDINET提出書類

ユナイテッド投信投資顧問株式会社(E11776)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

14/41



 ・金融商品の時価等に関する事項につい

ての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく

価額のほか、市場価格がない場合には合

理的に算定された価額が含まれておりま

す。当該価額の算定においては一定の前

提条件等を採用しているため、異なる前

提条件等によった場合、当該価額が異な

ることもあります。

・金融商品の時価等に関する事項につい

ての補足説明

　同左

２金融商品の時価等に関する事項 ・貸借対照表計上額、時価及びその差額

　貸借対照表上の金融商品は、原則として

すべて時価評価されているため、貸借対

照表計上額と時価との差額はありませ

ん。

・貸借対照表計上額、時価及びその差額

　同左

         ・時価の算定方法

投資信託受益証券

　「（重要な会計方針に係る事項に関す

る注記）」に記載しております。

・時価の算定方法

　同左

 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債

務

　これらの科目は短期間で決済されるた

め、帳簿価額は時価と近似していること

から、当該帳簿価額を時価としておりま

す。

 

 
（有価証券関係に関する注記）
 
売買目的有価証券

種類

第4期

自 平成23年10月 1日

至 平成24年 4月 2日

第5期

自 平成24年 4月 3日

至 平成24年10月 1日

損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）

投資信託受益証券 107,101,187 △100,854,555

合計 107,101,187 △100,854,555

 
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
　　該当事項はありません。
 

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

 

（１口当たり情報）

項目
第4期

（平成24年 4月 2日現在）

第5期

（平成24年10月 1日現在）

1口当たり純資産の額 0.6987円 0.6170円

(１万口当たり) （6,987円） （6,170円）
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（重要な後発事象に関する注記）
第5期

自 平成24年 4月 3日

至 平成24年10月 1日

会社はファンドの主要投資対象について平成24年10月19日付で以下の変更について決定し、平成24年11月16日付で当該

事項にかかる信託約款の変更を行っております。

 

主要投資対象の変更

この度、主要投資対象である「ユナイテッド・アジア債券ファンド(適格機関投資家向け)」が平成24年11月16日付で繰

上償還されました。これに伴い収益機会の追求およびリスク分散のため当ファンドの主要投資対象の見直しを行い、「ユナ

イテッド・アジア債券ファンド(適格機関投資家向け)」を除外し、「iShares Barclays Capital Asia Local Currency

Bond Index ETF」とベトナム籍契約型外国投資信託「MB Capital Vietnam Bond Fund」を当ファンドの新たな主要投資対

象といたしました。

 
 
（４）附属明細表
第1　有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。

 

②株式以外の有価証券

種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考

投資信託

受益証券
日本円

ユナイテッド・ベトナム上場株式ファンド

(適格機関投資家向け) 1,155,582,370
513,425,246 

 
ユナイテッド・アジア債券ファンド

(適格機関投資家向け) 144,707,299
123,420,855 

  小計 1,300,289,669636,846,101 

 米ドル db x-trackers FTSE Vietnam ETF40,000 809,200.00 

  小計 40,000 809,200.00 

    (63,077,140) 

 ベトナムドン MB Capital Equity fund 19,800,000121,177,769,995.80 

  小計 9,800,000121,177,769,995.80 

    (448,357,748) 

合計    1,148,280,989 

    (511,434,888) 

（注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております

 
有価証券明細表注記

　（注１）通貨の表示については、その通貨の表記単位で表示しています。

　（注２）通貨種類毎の小計欄の（　）内は邦貨換算額であります。

　（注３）合計欄は邦貨額で表示しており、（　）内は外貨建有価証券の邦貨換算額を内書しています。

　（注４）外貨建有価証券の内訳

通貨 銘柄数 組入投資信託受益証券時価比率 合計金額に対する比率

米ドル 投資信託受益証券　１銘柄 100.0％ 12.3％

ベトナムドン 投資信託受益証券　１銘柄 100.0％ 87.7％
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第２　信用取引契約残高明細表　
該当事項はありません。

 

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

 
２【ファンドの現況】
　以下のファンドの現況は2012年9月28日現在です。
 

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額 1,188,325,581円

Ⅱ　負債総額 17,996,265円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,170,329,316円

Ⅳ　発行済口数 1,899,424,244口

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.6161円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
＜更新・追加＞
１　委託会社等の概況
（１）資本金の額等

平成24年10月末現在の委託会社の資本金の額： 1,155,000,000円

委託会社が発行する株式総数： 6,400株

発行済株式総数： 4,600株

最近５年間における資本金の額の増減： 平成19年11月30日に250,000,000円の増資

 平成21年11月30日に125,000,000円の増資

 
（２）委託会社等の機構

①　平成24年10月末現在、委託会社の機構は次の通りとなっております。委託会社の取締役は３名
以上７名以内、監査役は３名以上４名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議
は、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠又は増員により選任され
た取締役の任期は、退任した取締役または他の在任取締役の任期の満了すべき時までとしま
す。委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。取締役会は、その決議
により会長、社長、副社長、専務取締役および常務取締役を選任することができます。

 
②　組織図

（平成24年10月末現在）
③　投資運用の意思決定機構
１．投資委員会において、国内外の経済見通し、市況見通しの検討を行い、運用方針および各

ファンドの運用計画を決定いたします。
投資委員会は、代表取締役社長、運用部門責任者、内部統制部門責任者、その他代表取締役社
長に指名された者で構成し、原則として月次で開催されます。

２．運用部門のファンドマネジャーは、定められた運用方針・運用計画に基づいて、資産配分・
銘柄選択を決定し売買に関する指図をいたします。

３．投資委員会において、運用実績・パフォーマンスを評価分析し、必要に応じて運用方針・運
用計画の見直しを行います。

（平成24年10月末現在）
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２　事業の内容及び営業の概況
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資信託の運
用および投資一任契約に基づく運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に
定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

 
・平成24年10月末現在、委託会社が、運用する投資信託（総ファンド数55本、純資産総額46,798百万
円。ただし、親投資信託は除きます。）は以下の通りです。

ファンドの種類 本数 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 50 41,308

単位型株式投資信託 5 5,491

合計 55 46,798
純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の
個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
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３【委託会社等の経理状況】

1.　財務諸表の作成方法について

委託会社であるユナイテッド投信投資顧問株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規

則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成

しております。

 

2.　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日ま

で）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

 

3.　財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。

具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、変更等について的確に対応することができる体制を整備するた

め、新日本有限責任監査法人が主催する研修会等に積極的に参加しており、また、会計基準等の情報交換も密に

行っております。
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財務諸表

（１）【貸借対照表】

    （単位：千円）

  前事業年度  当事業年度

  （平成23年3月31日）  （平成24年3月31日）

資産の部     

流動資産     

現金及び預金  199,379 133,219

関係会社短期貸付金  50,000 －

前払費用  12,527 10,251

未収入金  137  9

未収委託者報酬  114,316  90,344

未収収益  92,795  88,990

立替金  24,595  68,601

流動資産合計  493,752 391,417

固定資産     

有形固定資産     

建物附属設備（純額） *1 7,263 6,195

器具備品（純額） *1 2,142 1,843

リース資産（純額） *1 503 －

有形固定資産合計  9,908 8,039

無形固定資産     

ソフトウェア  2,715 54,495

電話加入権  1,294 1,294

無形固定資産合計  4,010 55,789

投資その他の資産     

破産更生債権等  2,459 2,459

長期差入保証金  21,789 21,613

長期前払費用  929 542

貸倒引当金  △2,459 △2,459

投資その他の資産合計  22,719 22,156

固定資産合計  36,638 85,985

資産合計  530,390 477,403

負債の部     

流動負債     

預り金  12,033 31,664

未払金  13,933  13,886

未払手数料  38,185  23,630

リース債務  558 －

未払費用  3,147 4,379

未払委託調査費  77,799 47,490

未払法人税等  2,686 3,165

未払消費税等  4,412 2,490

前受収益  815 815

賞与引当金  6,637 5,318

流動負債合計  160,210 132,841

　固定負債     

長期前受収益  1,961 1,146

固定負債合計  1,961 1,146

負債合計  162,172 133,987

純資産の部     

株主資本     

資本金  1,155,000 1,155,000

資本剰余金     
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資本準備金  125,000 125,000

資本剰余金合計  125,000 125,000

利益剰余金     

その他利益剰余金     

繰越利益剰余金  △911,781 △936,584

利益剰余金合計  △911,781 △936,584

株主資本合計  368,218 343,415

純資産合計  368,218 343,415

負債・純資産合計  530,390 477,403
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（２）【損益計算書】

    （単位：千円）

  前事業年度  当事業年度

  （自 平成22年4月 1日  （自 平成23年4月 1日
    至 平成23年3月31日）    至 平成24年3月31日）

営業収益     

委託者報酬  625,535 798,049
投資助言報酬  5,467  53,565
運用受託報酬  231,906  215,905
投資兼業報酬  7,193  3,190

営業収益合計  870,101 1,070,711

営業費用     

支払手数料  222,650 170,286
広告宣伝費  1,574 3,474
調査費  54,408 47,010

　委託調査費  196,579 367,476
　図書費  533 197
　委託計算費  1,918 1,862
通信費  4,334 4,521
印刷費  7,815 3,781

諸会費  2,405 2,270

営業費用合計  492,221 600,882

一般管理費     

給料・手当  277,417 252,569
役員報酬  24,600 38,700
賞与引当金繰入額  6,637 ―
租税公課  3,764 4,220
不動産賃借料  34,070 34,130
退職給付費用  9,024 7,691
固定資産減価償却費  3,417 4,147
消耗器具備品費  4,367 4,236
機器賃借料  53,683 53,107
法律専門家報酬  4,854 2,061
新人採用費  13,144 4,121

諸経費  101,733 88,941

一般管理費合計  536,714 493,928

営業損失  158,833 24,100

営業外収益     
受取利息 *1 1,107 247
為替差益  ―  234

その他営業外収益  30  ―

営業外収益合計  1,138 482

営業外費用     
支払利息  37 11
株式交付費  ―  115
その他営業外費用 *2 184 107

営業外費用合計  221 234

経常損失  157,916 23,852

特別利益     

賞与引当金戻入額  2,240 ―

特別利益合計  2,240 ―

特別損失     

固定資産廃棄損 *3 90 ―
特別退職加算金  362 ―

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
  

794
 

 

―

特別損失合計  1,247 ―

税引前当期純損失  156,923 23,852

法人税、住民税及び事業税  950 950

当期純損失  157,873 24,802
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（３）【株主資本等変動計算書】

（単位：千円）

 前事業年度 当事業年度

 （自 平成22年4月 1日 （自 平成23年4月 1日

   至 平成23年3月31日）   至 平成24年3月31日）

株主資本   
資本金   
当期首残高 1,155,000 1,155,000
当期変動額   
新株の発行 － －

　　当期変動額合計 － －

当期末残高 1,155,000 1,155,000
　資本剰余金   

資本準備金   
　　　当期首残高 125,000 125,000
　　　当期変動額   

　新株の発行 － －
　当期変動額合計 － －

　　　当期末残高 125,000 125,000
資本剰余金合計   

　　　当期首残高 125,000 125,000
　　　当期変動額   
　　　　新株の発行 － －
　　　　当期変動額合計 － －
　　当期末残高 125,000 125,000
利益剰余金   
　その他利益剰余金   
　　繰越利益剰余金   
　　　当期首残高 △753,907 △911,781
　　　当期変動額   
　　　　当期純損失 △157,873 △24,802
　　　　当期変動額合計 △157,873 △24,802
　　　当期末残高 △911,781 △936,584
　利益剰余金合計   
　　当期首残高 △753,907 △911,781
　　当期変動額   
　　　当期純損失 △157,873 △24,802
　　　当期変動額合計 △157,873 △24,802
　　当期末残高 △911,781 △936,584
株主資本合計   
当期首残高 526,092 368,218
当期変動額   
新株の発行 － －
当期純損失 △157,873 △24,802
当期変動額合計 △157,873 △24,802
当期末残高 368,218 343,415

評価・換算差額等   
　その他有価証券評価差額金   
当期首残高 △1 －
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 －
当期変動額合計 1 －
当期末残高 － －

　評価換算差額等合計   
当期首残高 △1 －
当期変動額   
　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 －
　当期変動額合計 1 －
当期末残高 － －

純資産合計   
当期首残高 526,090 368,218
当期変動額   
新株の発行 － －
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当期純損失 △157,873 △24,802
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 －
当期変動額合計 △157,872 △24,802
当期末残高 368,218 343,415
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重要な会計方針

 

1.有価証券の評価基準及び評価方法

前事業年度（自　平成22年4月1日　　至　平成23年3月31日）

（1）その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法により評価しております。(評価差額は全部純資産直入により処理し、売

却原価は移動平均法により算定しております。）なお、当事業年度末において残高はございません。

 

当事業年度（自　平成23年4月1日　　至　平成24年3月31日）

該当事項ありません。

 

2.固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く）

主に定率法を採用しております。

 

（2）無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しておりま

す。

 

（3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しております。なお、当事業年度末において残高はございません。

 

3.繰延資産の処理方法

（1）株式交付費

支払時に全額費用処理しております。

 

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

5. 引当金の計上基準

（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

（2）賞与引当金

従業員賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

 

6.その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

 

追加情報

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月4日）を適用しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度

（平成23年3月3１日）

当事業年度

（平成24年3月31日）

＊1　有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであり

ます。

＊1　有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであり

ます。

建物附属設備 14,160千円 建物附属設備 15,427千円

器具備品 4,238千円 器具備品 4,644千円

リース資産 1,645千円   

    

 

（損益計算書関係）

前事業年度 当事業年度

（自　平成22年4月１日 （自　平成23年4月１日

　　至　平成23年3月31日） 　　至　平成24年3月31日）

＊1　各科目に含まれている関係会社に対する ＊1　各科目に含まれている関係会社に対する

ものは次の通りであります。  ものは次の通りであります。  

受取利息 1,102千円 受取利息 247千円

    

＊2　その他営業外費用  ＊2　その他営業外費用  

　 業務処理過誤により発生した費用 105千円 　 ①解約金 56千円

立替印刷費誤算回収不能額 79千円 ②業務処理過誤により発生した費用 50千円

＊3　固定資産廃棄損の内訳は次の通りであります。

－器具備品 90千円
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成22年4月1日　　至　平成23年3月31日）

発行済株式の種類及び総数に関する事 （単位：株）

 当事業年度期首

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

発行済株式     

　　普通株式 4,600 ― ― 4,600

　　合　　計 4,600 ― ― 4,600

 

 

当事業年度（自　平成23年4月1日　　至　平成24年3月31日）

発行済株式の種類及び総数に関する事 （単位：株）

 当事業年度期首

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

発行済株式     

　　普通株式 4,600 ― ― 4,600

　　合　　計 4,600 ― ― 4,600

 

（リース取引関係）

1. ファイナンス・リース取引

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引

（1） リース資産の内容

　　　　当事業年度中にリース契約が終了したことにより、該当ありません。

（2） リース資産の減価償却の方法

　　　　重要な会計方針「2. 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
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（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1） 金融商品に対する取組方針

　　　　当社は、現状、資金運用については短期的な預金等を中心に行っております。また、借入等

による資金調達は行っておりません。当社は、デリバティブ取引は行っておりません。

（2） 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　　　　営業債権である未収委託者報酬及び未収収益は、顧客の信用リスクに晒されています。当該

　　　リスクに関しては、経理規程に従い、常に取引先毎の残高を把握し、管理に万全を期す体制を

　　　とっております。

　　　　営業債務である未払委託調査費は、1年以内の支払期日です。

（3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　　　　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定

　　　された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、

　　　異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

 

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前事業年度（平成23年3月31日）

 

   （単位：千円）

 貸借対照表

計上額(＊）
時価（＊） 差額

（1）現金及び預金 199,379 199,379 －

（2）関係会社短期貸付金 50,000 50,000 －

（3）未収委託者報酬 114,316 114,316 －

（4）未収収益 92,795 92,795 －

（5）未払委託調査費 (77,799) (77,799) －

（＊）負債に計上されているものは、（　）で示しています。

 

当事業年度（平成24年3月31日）

   （単位：千円）

 貸借対照表

計上額(＊）
時価（＊） 差額

（1）現金及び預金 133,219 133,219 －

（2）未収委託者報酬 90,344 90,344 －

（3）未収収益 88,990 88,990 －

（4）立替金 68,601 68,601 －

（5）預り金 (31,664) (31,664) －

（6）未払委託調査費 (47,490) (47,490) －

（＊）負債に計上されているものは、（　）で示しています。

（注1） 金融商品の時価の算定方法に関する事項

（1）現金及び預金・（2）未収委託者報酬・（3）未収収益、並びに（4）立替金

　　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。

（5）預り金、及び（6）未払委託調査費
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　　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

 

（注2） 金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成23年3月31日）

 （単位：千円）

 1年以内

　現金及び預金 199,379

関係会社短期貸付金 50,000

未収委託者報酬 114,316

未収収益 92,795

合計 456,491

 

当事業年度（平成24年3月31日）

 （単位：千円）

 1年以内

　現金及び預金 133,219

未収委託者報酬 90,344

未収収益 88,990

立替金 68,601

合計 381,155

 

EDINET提出書類

ユナイテッド投信投資顧問株式会社(E11776)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

31/41



（有価証券関係）

1. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自　平成22年4月1日　　至　平成23年3月31日）

  （単位：千円）

区分 売却額 売却益の合計額

株式 － －

債券 － －

その他 1,001 1

合計 1,001 1

 

当事業年度（自　平成23年4月1日　　至　平成24年3月31日）

　　該当事項ありません。

 

（デリバティブ取引関係）

　　当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

　　当社は確定拠出年金制度を採用しております。

 

2. 退職給付費用に関する事項

  （単位：千円）

 前事業年度

（自　平成22年4月１日

　 至　平成23年3月31日）

前事業年度

（自　平成23年4月１日

　 至　平成24年3月31日）

（1）確定拠出年金への掛金支払額 9,024 7,691

小計 9,024 7,691

（2）臨時に支払った割増退職金等 362 －

合計 9,387 7,691
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（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

  （単位：千円）

 前事業年度

（平成23年3月31日）

当事業年度

（平成24年3月31日）

繰延税金資産   

繰越欠損金 127,438 409,070

未確定債務 － 3,713

未払事業税 702 842

減価償却超過額 417 225

賞与引当金 2,701 2,021

貸倒引当金 1,001 876

資産除去債務 394 408

繰延税金資産小計 132,655 417,157

評価性引当金 (132,655) (417,157)

繰延税金資産合計 － －

繰延税金負債 － －

繰延税金資産の純額 － －

   

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

　　税引前当期純損失を計上したため、記載しておりません。

 

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　　経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律及び東日本大震災か

らの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年12月2日に公布された

ことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成24年4月1日以降解消されるものに

限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の40.7%から。回収又は支払が見込まれる期間が平成24年4月1日か

ら平成27年3月31日までのものは38.01%、平成27年4月1日以降のものについては35.64%にそれぞれ変更されており

ます。

　　この変更による繰延税金資産及び繰延税金負債への影響はありません。
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（資産除去債務関係）

1.資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当社は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を資産除去債

務として認識しております。

なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する差入保証金の回収が最終的に見込めない

と認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。

この見積りにあたり、使用見込期間は入居から31年間を採用しております。

当事業年度において、差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は5,470千

円であります。

また、資産除去債務の総額の期中における増減は、上記算定金額以外ありません。

 

2.資産除去債務のうち貸借対照表に計上していないもの

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

〔セグメント情報〕

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

〔関連情報〕

前事業年度（自　平成22年4月1日　至　平成23年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

損益計算書で委託者報酬及び運用受託報酬等区分して記載しております。

 

　　2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

　　　①委託者報酬

　　　　　委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。

　　　②投資助言報酬、運用受託報酬及び投資兼業報酬

   （単位：千円）

日本 中国 その他 合計

58,767 120,05565,744 244,566

　　　　　（注）営業収益は顧客の所在地を基礎として、国または地域に分類しております。

　　（2）有形固定資産

　　　　　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの

有形固定資産の記載を省略しております。

 

　　3. 主要な顧客ごとの情報

  （単位：千円）

顧客の名称または氏名 営業収益 関連するセグメント名

Japan Asia Securities Limited117,053 －

 

当事業年度（自　平成23年4月1日　至　平成24年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

損益計算書で委託者報酬及び運用受託報酬等区分して記載しております。

 

　　2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

　　　①委託者報酬

　　　　　委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。

　　　②投資助言報酬、運用受託報酬及び投資兼業報酬

  （単位：千円）

日本 その他 合計

132,044 140,617 272,661

　　　　　（注）営業収益は顧客の所在地を基礎として、国または地域に分類しております。
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　　（2）有形固定資産

　　　　　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの

有形固定資産の記載を省略しております。

 

　　3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま

せん。

 

〔報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報〕

　　該当事項はありません。

 

〔報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報〕

　　該当事項はありません。

 

〔報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報〕

　　該当事項はありません。
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（関連当事者情報）

1. 関連当事者との取引

財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

前事業年度（自　平成22年4月1日　　至　平成23年3月31日）

種類
会社等の

名称
住所

資本金又

は出資金

事業の

内容又

は職業

議決権等

の所有

（被所

有）割合

関連当事者

との関係
取引の内容

取引

金額
科目

期末

残高

親会社

日本アジ

アホール

ディング

ズ㈱

東京都

千代田区

2,641

百万円

投資

事業

被所有

直接

100％

経営管理役

員の兼任

資金の貸付

資金の回収

貸付金利息

の受取

690,000千円

640,000千円

 

1,102千円

関係会

社短期

貸付金

50,000

千円

 

当事業年度（自　平成23年4月1日　　至　平成24年3月31日）

種類
会社等の

名称
住所

資本金又

は出資金

事業の

内容又

は職業

議決権等

の所有

（被所

有）割合

関連当事者

との関係
取引の内容

取引

金額
科目

期末

残高

親会社

日本アジ

アホール

ディング

ズ㈱

東京都

千代田区

2,641

百万円

投資

事業

被所有

直接

100％

経営管理役

員の兼任

資金の貸付

貸付金利息

の受取

130,000千円

 

 

247千円

関係会

社短期

貸付金
－

（注）1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

　　　2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　　　市場金利を勘案して合理的に決定しております。

 

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　親会社情報

　　　　日本アジアグループ㈱（東京証券取引所に上場）

　　　　日本アジアホールディングズ㈱（非上場）

EDINET提出書類

ユナイテッド投信投資顧問株式会社(E11776)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

37/41



（1株当たり情報）

 前事業年度

（自　平成22年4月１日

　 至　平成23年3月31日）

当事業年度

（自　平成23年4月１日

　 至　平成24年3月31日）

1株当たり純資産額 80,047円 74,655円

1株当たり当期純損失金額 34,320円 5,391円

（注）1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　　　2. 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 前事業年度

（自　平成22年4月１日

　 至　平成23年3月31日）

当事業年度

（自　平成23年4月１日

　 至　平成24年3月31日）

当期純損失 157,873千円 24,802千円

普通株式に帰属しない金額 － －

普通株式に係る当期純損失 157,873千円 24,802千円

普通株式の期中平均株式数 4,600株 4,600株

 

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１　名称、資本金の額及び事業の内容

＜更新・追加＞
（１）受託会社

名　　称
資本金の額

（平成24年3月末現在）
事業の内容

株式会社りそな銀行 279,928百万円

銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。

 
＜再信託受託会社の概要＞
名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額　：51,000百万円（平成24年3月末現在）
事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する

法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から

再信託受託者（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
め、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。

（２）販売会社

名　　称
資本金の額

（平成24年3月末現在）
事業の内容

藍澤證券株式会社 8,000百万円

金融商品取引法に定める第
一種金融商品取引業を営ん
でいます。

アーク証券株式会社 2,619百万円
今村証券株式会社 500百万円
おきなわ証券株式会社 628百万円
株式会社ＳＢＩ証券 47,937百万円
新和証券株式会社　※ 780百万円

東洋証券株式会社 13,495百万円

日本アジア証券株式会社 4,000百万円
三田証券株式会社 500百万円
むさし証券株式会社 5,000百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円

楽天銀行株式会社 25,954百万円
銀行法に基づき銀行業を営
んでいます。

※平成25年1月1日付で新和証券株式会社は丸福証券株式会社と合併し、丸福証券株式会社となる
予定です。
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独立監査人の監査報告書

平成２４年１１月１６日
ユナイテッド投信投資顧問株式会社
取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人

 

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士　　三 宅　孝 典　 印

  

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士　　井 尾　　稔　　印

 
 
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
れているベトナム株式プラス・オープンの平成２４年４月３日から平成２４年１０月１日までの第５期計算期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
 
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示するこ
とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当
監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務
諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施するこ
とを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的
は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適
切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用し
た会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討すること
が含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ベトナム株式

プラス・オープンの平成２４年１０月１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての
重要な点において適正に表示しているものと認める。
 
利害関係
ユナイテッド投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。

以　　上
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（※）1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2.財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

次へ
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独立監査人の監査報告書

平成２４年６月１１日
ユナイテッド投信投資顧問株式会社
取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人

 

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士　　三 宅　孝 典　 印

  

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士　　井 尾　　稔　　印

 
 
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理の状況」に掲
げられているユナイテッド投信投資顧問株式会社の平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの第１３期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
 
財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示するこ
とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任       
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当
監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務
諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施するこ
とを求めている。
　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的
は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適
切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用し
た会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討すること
が含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
監査意見
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ユナイテッド投信
投資顧問株式会社の平成２４年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
 
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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